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　誕生月に届く「ねんきん定期便」やご自宅の

パソコンやお手元のスマートフォンで利用でき

る「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録や年

金受給見込額を確認し、未来の生活設計につい

て考えてみませんか？

※詳細については、日本年金機構ホームページ

（https://www.nenkin.go.jp/）または年金事

務所でご確認ください。

　国民年金は、国籍・職業を問わず、日本に住

む 20 歳～ 60 歳の人が全員加入します。

　加入者は、職業などにより、つぎの 3 種類に

分かれます。

▼第1号被保険者

▼第2号被保険者

▼第3号被保険者

農業者、自営業者、学生など

厚生年金に加入する会社員、

公務員など

第 2号被保険者に扶養される

配偶者

　平成 30年中に納付した国民年金保険料について、年

末調整や確定申告を行うときに社会保険料控除を受ける

ためには、納付したことを証明する書類【領収証書や社

会保険料（国民年金保険料）控除証明書（※）】の添付が必

要となります。

　控除対象となるのは、平成 30 年 1 月～ 12 月に納付

した保険料の全額です。また、ご自身の保険料だけで

はなく、配偶者や子などが負担すべき保険料を代わり

に納付している場合、その保険料も合わせて控除が受

けられます。

※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は日本年金

機構からつぎの時期に郵送されます。

※控除証明書の再発行などについては、日本年金機構ね

んきん加入者ダイヤル☎ 0570（003）004 でご確認くだ

さい。

納付した国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象です！

問合せ　保険年金課☎（43）1111 内線 145・（43）1125

　　　　春日部年金事務所☎048（737）7112

国民年金国民年金

ねんきんネット 検索

11月は「ねんきん月間」
11月30日は「年金の日」

11月は「ねんきん月間」
11月30日は「年金の日」
い い み ら い

この機会に年金加入状況の確認を！
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を行う「保健指導」のご案内をします。
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　介護の啓発をするため、厚生労働省が、平成 20

年に「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありが

とう」の「いい日、いい日」にかけて、11月 11日を「介

護の日」と定めました。

　多くの人に介護を身近なものとして捉えていた

だくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関

わっていただくことが必要となっています。

問合せ　介護福祉課☎ (42)8438・ (43)5600

1
い い 日

1 月 1
い い 日

1 日は

介
あったか

護 の
ありがとう

日

－　日本は今、4人に 1人が 65 歳以上の「超高齢社会」です　－

　平成29年10月1日時点の日本の高齢化率は27.7％で、約4人に1人が65歳以上となっています。

　家族に高齢者がいないという人でも、公共交通機関を利用した際や仕事先、公共施設など、日

常生活の中で多くの人が「高齢者」や「介護」に関わる可能性があります。

　元気な高齢者でも、怪我での入院をきっかけに急に介護がはじまるケースや、病気や事故など

で若くして介護が必要となるケースもあります。

－　自分が介護をする立場になった時、また自分が介護を必要としたときのことを考える　－

　心身のこと、介護制度のこと、介護サービスのこと、お金のこと、仕事のことなど、不安に感

じることがあるかと思います。そのため、前もって介護のことを知っておくことはとても大切です。

▼幸手東地域包括支援センター

対象区域　権現堂川・吉田・八代・さかえ・さくら小学校区

と こ ろ　幸手市天神島 1030-1 ウェルス幸手内

業務時間　午前8時30分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日を除く）

問 合 せ　☎ (53)6151・ (53)6160

▼幸手西地域包括支援センター

対象区域　幸手・行幸・長倉・上高野小学校区

と こ ろ　幸手市香日向 4-5-1 旧香日向小学校内

業務時間　午前 9時～午後 5時 45 分（土曜、日曜、祝日を除く）

問 合 せ　☎ (40)3443・ (44)0870

納付時期 発送時期

平成 30 年 1 月 1 日～ 10 月 1 日 平成 30 年 11 月上旬～中旬

平成 30 年 10 月 2 日～
12 月 31 日に今年はじめて納付

平成 31 年 2 月上旬


